
 

ショートステイしあわせの家 苦情・要望処理体制 

      

１．苦情・要望解決責任者 施設長       篠 原   徹  

 

２．苦情・要望受付担当者 短期相談援助部主任 大 西 真 史 

           

３．第三者委員 社会福祉法人まこと評議員   加 地 正 樹 ［連絡先：２３－０４５５］ 

社会福祉法人まこと評議員   三 宅 美 隆 ［連絡先：２５－２５４８］ 

 

４．苦情・要望の解決方法 

（１）苦情・要望の受付 

苦情・要望は、面接、電話、書面などにより「苦情・要望受付担当者」が随時受け付けております。

なお、「第三者委員」に直接苦情・要望を申し出ることもできます。 

（２）苦情・要望受付の報告及び確認 

  ①「苦情・要望受付担当者」は、受け付けた苦情・要望を「苦情・要望解決責任者」と「第三者委員」

に報告いたします。（要望については、第三者委員への報告は不要とします。また、申立人が報告を希

望する場合のみとします。） 

②「第三者委員」は、苦情内容を確認し、「申立人」に対して、報告を受けた旨を通知します。 

（３）苦情・要望解決のための話し合い 

①「苦情・要望解決責任者」は、「申立人」と誠意をもって話し合い解決に努めます。なお苦情に関す

る話し合いの際には「第三者委員」の立会いや助言を求めることができます。 

②「第三者委員」の立会いによる話し合いは、次により行います。 

   ア 「第三者委員」による苦情内容の確認 

イ 「第三者委員」による解決案の調整、助言 

ウ 話し合いの結果及び改善事項等の確認 

 

５．苦情受付第三者機関 

  『しあわせの家』で解決できない苦情については、次の機関へ申し立てることができます。 

（１）「愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 （『愛媛県社会福祉協議会』内）」 

  ［住所]   〒７９０－８５５３ 松山市持田町三丁目８番１５号 

［電話］  （０８９）９９８－３４７７ 

［受付日時］平日 ９：００～１２：００ １３：００～１６：３０ 

（２）「愛媛県国民健康保険団体連合会 介護福祉課（介護保険担当）」 

  ［住所]   〒７９０－００６７ 松山市高岡町１０１番地１ 

［電話］  （０８９）９６８－８７００ 

［受付日時］平日 ８：３０～１７：００ 

（３）「四国中央市役所 福祉部 介護保険課（介護保険担当）」 

  ［住所]   〒７９９－０４９７ 四国中央市三島宮川四丁目６番５５号 

  ［電話］  （０８９６）２８－６０２５ 

［受付日時］平日 ８：３０～１７：１５ 

 


